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１．はじめに 

マレーシア特許法第 30条(3)は下記のように規定しています。 

「審査官が特許法第 29A 条 (1)または場合により(2)にいう要件の何れかが遵守されてい

ない旨を報告したときは、登録官は出願人に対し、所定の期間内にその報告書について意

見書を提出するため、および、これらの要件を遵守するために出願を補正する機会を与え

なければならず、また、出願人がこれらの要件を遵守したことを登録官に認めさせること

ができないか、またはこれらの要件を遵守するために出願を補正しないときは、登録官は

その出願を拒絶することができる。」 

 

 また、マレーシア特許規則 27D(5)は、下記のように規定しています。 

「特許法第 30条(3)が適用される場合、登録官は、審査官の報告書の写しを出願人に送付

するものとし、出願人は、かかる報告書の送付日から 2 ヶ月以内に当該報告書に関して意

見を述べもしくは出願を補正し、またはその両方を行わなければならない。」 

 

なお、特許法第 26A条は、補正について下記のように規定しています。 

「出願人は、その出願を補正することができる。ただし、その補正は、原出願における

開示範囲を超えてはならない。マレーシア特許の実務上、"clear examination report"を受

領した後は、出願の補正は受理されない。」 

 

 2016年 6月に、マレーシア特許庁（"Intellectual Property Corporation of Malaysia 

(MyIPO)"）が"Practice Direction"を発行し、特許出願の補正に関し幾つかの事項について

明確にしました。今回の補正内容および留意事項について、以下に説明します。 

 

【全 4頁】 



２ 

 

 


